
 

 

地域課題に取り組む NPO 等補助金交付要綱 

令和４年５月 20 日 

企画調整局長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、神戸市内における様々な地域課題に取り組む活動に要する経費について、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、神戸市補助金の交

付に関する規則（平成 27 年３月神戸市規則第 38 号。以下「補助金規則」という。）に定めがあるも

ののほか、当該補助金の交付等に関して必要な事項を定める。 

（対象団体） 

第２条 補助事業の対象となる団体（以下「団体」という。）は、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

(1) ２人以上で組織されていること 

(2) 神戸市内に活動の拠点を有すること 

(3) 神戸市内の地域課題に取り組む活動を実施すること 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定

する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有していないこと 

（対象活動） 

第３条 補助の対象となる活動（以下「対象活動」という。）は、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

(1) 神戸市内の地域課題に対し神戸市内において取り組む継続的な活動であること 

(2) 営利及び学術研究を目的とした活動でないこと 

(3) 政治的活動又は宗教的活動でないこと 

(4) 公序良俗に反するなど、補助対象として適当でないと認められる活動でないこと 

（対象経費） 

第４条 補助事業の対象となる経費は、団体が当該年度内に実施する対象活動に要する経費のうち、

次の各号に掲げるものとする。 

(1) 地域課題への取組を実施する際の活動経費のうち別表１に定めるもの 

(2) 団体の運営に要する経費のうち別表２に定めるもの（ただし、団体のうち法人格を有するもの

に限る） 

（補助金の額及び補助率） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で別表３に定めるとおりとする。 

（補助対象期間） 

第６条 補助対象期間は、４月１日から翌年３月 31 日までとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金を受けようとする団体は、補助金規則第５条第 1 項に基づき補助金の交付を申請する

ときは、次に掲げる書類を市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助金交付申請書（様式第 1 号） 



 

(2) 事業計画書 

(3) 収支予算書 

(4) 団体概要 

2 ２年目以降も補助金を受けようとする団体は、当該補助事業を実施しようとする補助対象期間ご

とに、前項に定める書類を市長に提出しなければならない。 

3 市長は、前項の規定にかかわらず第１項第４号について、必要がないと認める場合は、提出を省略

させることができる。 

（要件審査） 

第８条 市長は、前条に基づく申請内容が次に掲げる要件に明らかに該当しないと認められる場合は、

理由を付して不採択である旨を補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請団体に通知する

ものとする。 

(1) 第３条に定める活動であること 

(2) 補助対象期間内に実施する活動であること 

(3) 市の基本計画又は事業実施計画に反する活動でないこと 

(4) 市民と市民又は市民と市の相互理解と信頼が得られる活動であること 

(5) 法令に違反した活動でないこと 

(6) その他、市長が適当であると認める活動であること 

（企画提案会の実施） 

第９条 市長は、補助金交付の採否を決定するにあたり企画提案会を実施し、申請団体（前条の規定

により不採択通知を行った団体を除く。）に対し企画提案会への出席及び提案説明を求めるものと

する。 

２ 市長は、申請団体が前項の企画提案会を欠席した場合、不採択とし補助金不交付決定通知書（様

式第３号）により当該申請団体に通知するものとする。 

３ 市長は、申請団体が多数であり企画提案会の円滑な実施が困難であると判断した場合、第１項に

規定する企画提案会の実施に先立ち、申請書類による審査を行うことができる。 

４ 市長は、前項の審査の結果、不採択と判断した申請団体に対して補助金不交付決定通知書（様式

第３号）により当該申請団体に通知するものとする。 

（選考委員会の設置及び団体の採択） 

第 10 条 市長は、団体の採否を検討するため、選考委員会を設置するものとする。 

２ 選考委員会は、第７条に定める申請書類及び前条に定める企画提案会での提案説明の内容につい

て、公益性、計画性、効果、先駆性、将来性、前年度の評価（補助申請２年目以降の場合のみ）の

項目に基づき総合的に審査し、市長に報告する。 

３ 市長は、選考委員会の報告を踏まえ、団体の採否を決定する。 

４ 選考委員会は、原則非公開とする。 

（交付の決定） 

第 11 条 市長は、前条第３項の決定に基づき、補助金規則第６条による補助金の交付決定を行うと

きは、次に掲げる書類により申請者に通知するものとする。 

(1) 補助金交付決定通知書（様式第２号） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

2 市長は、補助金規則第６条第３項による補助金の交付が不適当である旨の通知を行うときは、次に

掲げる書類をもって申請者に通知するものとする。 



 

(1) 補助金不交付決定通知書（様式第３号） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（補助事業等の変更等） 

第 12 条 団体は、補助金規則第７条第１項第１号に掲げる承認を受けようとするときは補助金交付

決定内容変更承認申請書（様式第４号）を、同第２号に掲げる承認を受けようとするときは補助事

業等中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当

であると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第６号）又は補助事業等中止（廃

止）承認通知書（様式第７号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第 13 条 団体は、補助金規則第 15 条に基づき補助事業等の実績を報告しようとするときは、次に掲

げる書類を当該補助事業等の完了後、速やかに市長までに提出しなければならない。 

(1) 補助事業等実績報告書（様式第８号） 

(2) 事業の実施状況がわかる書類 

(3) 補助事業等に係る収支決算書 

(4) 事業に要した費用を証する書類 

（交付額の確定） 

第 14 条 市長は、補助金規則第 16 条による補助金の交付額の確定を行ったときは、次に掲げる書類

により、速やかに補助事業者に通知するものとする。 

(1) 補助金額確定通知書（様式第９号） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の請求） 

第 15 条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書（様式第 10 号）を前

条の確定通知を受領後ただちに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第 16 条 市長は、補助金規則第 19 条による補助金の交付決定の全部又は一部を取消したときは、速

やかに、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第 11 号）により当該補助事業者に通知するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取消した場合において、既に補助金を交付していると

きは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年５月 20 日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年３月28日から施行する。 

 

 

 

 



 

別表１ 活動経費（第４条関係） 

区分 内容 

ア 報償費、消耗品

費、旅費、会場借上げ

料等、活動実施にかか

る経費 

(1) 報償費のうち、謝礼等に要する経費 

(2) 役務費のうち、通信（切手代等）、運搬、広告、手数料に要する経費 

(3) 委託費のうち、外部発注や広報物の制作等に要する経費 

(4) 使用料のうち、会場使用（付帯設備使用料を含む）、会場設営、車両

等の賃借等に要する経費 

(5) 備品・消耗品費のうち、材料購入、印刷等に要する経費（飲食にか

かる経費を除く） 

(6) 保険料のうち、活動保険等に要する経費 

(7) 旅費のうち、交通（航空運賃、鉄道運賃等）に要する経費 

(8) その他、市長が必要と認める経費 

 

・(5)に定める経費は\50,000 を上限とする。 

イ 賃貸借契約を締結

する物件において実施

する、地域課題解決に

かかる活動に対する費

用 

・毎月賃料を支払う物件において、月に１回以上、５名以上の参加者を

募って実施される継続的な地域課題解決に資する活動を対象とし、１

回の実施あたり\5,000 を補助する。 

・別表２に定める運営経費のうち(2)賃料に相当する経費との合計額につ

いて、団体が支払う各月及び年間の賃料もしくは別表３に定める上限

額のいずれか低い額を上限とする。 

 

別表２ 運営経費（第４条関係） 

区分 内容 

団体の運営にかかる経

費 

(1) 人件費 

(2) 賃料（ただし月毎に、支払うべき賃料から別表１イに基づき計上す

る経費を差し引いた額を対象とする。） 

(3) 光熱水費 

(4) 電話・インターネット等通信費 

(5) その他、市長が必要と認める経費 

 

・上記(1)から(5)までの合計額について別表３に定める額を上限とす

る。 

 

別表３ 補助金の額及び補助率（第５条関係） 

年数 補助額及び補助率 

補助１年目 (1)総額 

50 万円もしくは補助申請額の 100％のいずれか低い額 

(2)内訳 

 ①別表１区分アの経費：(1)総額から下記②及び③を差し引いた額 

 ②別表１区分イの経費：(1)総額のうち 20％を上限とする額 

 ③別表２の経費：(1)総額のうち 30％を上限とする額 



 

補助２年目 (1)総額 

30 万円もしくは補助申請額の 60％のいずれか低い額 

(2)内訳 

 ①別表１区分アの経費：(1)総額から下記②及び③を差し引いた額 

 ②別表１区分イの経費：(1)総額のうち 20％を上限とする額 

 ③別表２の経費：(1)総額のうち 30％を上限とする額 

補助３年目 (1)総額 

20 万円もしくは補助申請額の 40％のいずれか低い額 

(2)内訳 

 ①別表１区分アの経費：(1)総額から下記②及び③を差し引いた額 

 ②別表１区分イの経費：(1)総額のうち 20％を上限とする額 

 ③別表２の経費：(1)総額のうち 30％を上限とする額 

 


